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12.2 環境保全のための措置 

12.2.1 環境保全のための措置の基本的な考え方 

工事中においては、工事工程及び工法に十分に配慮し、工事用資材等の搬出入に用いる車両（以

下、「工事関係車両」という。）の台数を平準化し、建設工事ピーク時の台数の低減に努めること

等により、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質、粉じん等、騒音及び振動による環境影響の低減を図

るとともに、人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスに配慮する計画とした。なお、工事

中に使用する機械は、低騒音型の建設機械を使用すること、工事に当たっては、工事規模にあわ

せて建設機械を適正に配置し、効率的に使用することや適宜散水を行い粉じん等の飛散を抑制す

ることなどで、粉じん等、騒音、振動による環境影響の低減を図った計画とした。 

また、調整池は 50 年確率雨量に基づいて計画し、工事に先立って仮設沈砂池を設置するとと

もに、先行して調整池を設置し、調整池等からの排水を定期的に監視し、工事の適切な管理を行

うことで、濁水の流出防止を講じる計画とした。造成工事においては盛土施工場所と、切土施工

場所のバランスを考慮して土砂は極力排出しない計画とした。 

供用時においては、既存のゴルフ場跡地を最大限生かす計画とし、ゴルフ場のコース間の森林

伐採や造成を回避することで、可能な限り造成面積、伐採面積を小さくするとともに、周囲への

残置森林の設置及び造成法面等の緑化を実施することで、動物、植物、景観及び反射光による光

害等への影響を低減する計画とした。また、ソーラーパネルは極力反射による眩しさを抑制した

製品を採用することで、景観及び反射光への影響を低減する計画とした。 

産業廃棄物については、有効利用に努め、対象事業実施区域内での切土、盛土の土量バランス

を図ることにより、残土は極力発生しない計画とするとともに、伐採木は対象事業実施区域内で

木材チップ化して再利用する計画とした。 
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12.2.2 経済産業大臣勧告を踏まえた環境保全に対する考え方 

準備書における経済産業大臣勧告を踏まえた環境保全に対する考え方は、以下のとおりである。 

 

1. 総論 

事業実施に当たっては、以下の取り組みを行う。 

(1)関係機関等との連携及び地域住民等への説明 

事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等との調整を十分に行い、環境影響評価手続を

実施し、また、地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行う。 

(2)事後調査等について 

ｱ. 事後調査の実施に当たっては、事後調査及び環境監視を適切に実施し、また、その結果を

踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずる。 

ｲ. 上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果及び専門家等の

助言を踏まえて、措置の内容が十分なものとなるよう客観的かつ科学的に検討する。 

ｳ. 事後調査により本事業による環境影響を分析し、判明した環境影響に応じて講ずる環境保

全措置について、検討の過程、内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取り

まとめ公表し、また、環境監視の結果、追加的な環境保全措置を講じた場合にも、可能な

限り報告書に取りまとめ、公表に努める。 

 

2. 各論 

(1)水生生物に対する影響について 

水生生物に対する影響については、水生生物を専門とする有識者等への意見聴取や、必要に応

じた事業計画の見直しを実施し、水生生物の生息環境を確保する等、適切な環境保全措置を講じ

ることで水生生物に対する影響を回避又は低減する。また、工事中及び供用後において、トウホ

クサンショウウオに加え、ヒメヒラマキミズマイマイの生息状況等についても事後調査を適切に

実施し、重大な影響が確認された場合には、専門家等の助言を踏まえ、追加的な環境保全措置を

講ずる。加えて、ホトケドジョウ等のその他重要な水生生物に対する影響についても、目視確認

等による環境監視及び事後調査を実施する。 

(2)廃棄物等について 

産業廃棄物については、太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保

守点検及び維持管理を行い、太陽電池発電設備の処分等に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）等の関係法令、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第二版）」（平成 30 年 12 月環境省）等を確認し、可能な限りリユースする

ことにより、廃棄物の発生抑制に努めること、また、止むを得ず廃棄物となるものについては、

可能な限りリサイクルするとともに、廃棄する時点における太陽電池発電設備の廃棄に係る諸制

度に則り、適正な処理を行う計画とする。 
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12.2.3 環境保全措置の検討の経過及び結果 

1. 工事の実施における環境保全措置の検討 

(1)大気環境 

①  窒素酸化物、浮遊粒子状物質 

【工事用資材等の搬出入】 

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。 

・工事工程の調整等により工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数の低

減を図る。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等のエコドライブを徹底し、排気ガス

の排出低減に努める。 

・車両の適切な点検・整備を十分に行い、性能の維持に努める。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

②  粉じん等 

【工事用資材等の搬出入】 

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。 

・工事工程の調整等により工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数の低

減に努める。 

・工事関係車両は、適正な積載量及び走行速度により運行するものとし、土砂粉じん等を

低減するため、必要に応じシート被覆等の飛散防止対策を講じる。 

・造成区域内および道路の散水を必要に応じて実施する。 

・工事関係車両のタイヤに付着した土砂の払落しや清掃等を徹底する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

【建設機械の稼働】 

・切土、盛土及び掘削等の工事にあたっては、適宜整地、転圧等を行い、土砂粉じん等の

飛散を抑制する。 

・造成区域内において適宜散水を行うことにより、粉じん等の影響を低減できる。 

・建設機械のタイヤに付着した土砂の払落しや清掃等を徹底することで、粉じん等の影響

を低減できる。 

・建設機械は工事規模にあわせて適正に配置し、効率的に使用する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

③  騒音 

【工事用資材等の搬出入】 

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。 

・工事工程の調整等により工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数の低

減に努める。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等のエコドライブを徹底し、道路交通

騒音の低減に努める。 

・車両の適切な点検・整備を十分に行い、性能の維持に努める。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 
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【建設機械の稼働】 

・工事に使用する建設機械は可能な限り低騒音型の建設機械を使用する。 

・建設機械の日常の点検、整備を励行し、良好な状態で使用する。 

・騒音が発生する建設機械の使用が極力集中しないように、工事工程等の調整は十分に配

慮する。 

・作業待機時はアイドリングストップを徹底する。 

・工事規模にあわせて建設機械を適正に配置し、効率的に使用する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

④  振動 

【工事用資材等の搬出入】 

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。 

・工事工程の調整等により工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数の低

減に努める。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等のエコドライブを徹底し、道路交通

振動の低減に努める。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

【建設機械の稼働】 

・建設機械の日常の点検、整備を励行し、良好な状態で使用する。 

・振動が発生する建設機械の使用が極力集中しないように、工事工程等の調整は十分に配

慮する。 

・工事規模にあわせて建設機械を適正に配置し、効率的に使用する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

(2)水質（水の濁り） 

【造成等の施工による一時的な影響】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・準備工の段階での仮設沈砂池の設置や先行して調整池を設置する。 

・土砂の流出を防止するため必要に応じて土砂流出防止柵等を適所に設置する。 

・沈砂池内の土砂は適宜除去を行うことで、一定の容量を維持する。 

・造成法面等は、造成後速やかに転圧や早期緑化を図る。 

(3)動物、植物、生態系 

①  動物 

【造成等の施工による一時的な影響】 

・工事に使用する建設機械は可能な限り低騒音型の建設機械を使用する。 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・残置森林等を確保することにより、可能な限り動物の生息環境の保全に努める。 

・対象事業実施区域内の道路を関係車両が通行する際は、十分に減速し、動物が接触する

事故を未然に防止する。 

・造成工事に当たっては、先行して仮設沈砂池や調整池を設置し、土砂や濁水の流出防止

に努める。 
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・調整池に転換する既存溜池の水抜きにおいては、これまでの落水時の実績を踏まえ、適

切な排水計画を策定することで、濁水の流出防止に努める。 

・調整池の設置に当たっては、水抜き後に水が溜まる場所へ水生生物を移動させるととも

に、可能な範囲で池の内部に窪みを設置し、水生生物の生息環境の創出に努める。とく

に改変区域内のみでしか確認されなかったヒメヒラマキミズマイマイについて、確認さ

れた池を拡張し、生息環境の維持に努める。 

・調整池は、降雨時に生じる滞水範囲については伐採するものの、地形の改変は堤体と管

理道のみとし、生息環境の維持に努める。 

・両生類については、確認された産卵池の隣接地に人工産卵池を設置する。 

・改変区域外への工事関係者の必要以上の立ち入りを制限することにより、動物の生育環

境を保全する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

②  植物 

【造成等の施工による一時的な影響】 

・事業に伴う造成は必要最小限にとどめ、着手前に重要な種及び大径木の生育を確認し、

影響の回避に努める。 

・改変区域内において確認された重要な種については、周辺の生育適地に移植を行う。移

植を検討する際には、移植方法及び移植先の選定等について専門家等の助言を得る。 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・造成工事に当たっては、先行して仮設沈砂池や調整池を設置し、土砂や濁水の流出防止

に努める。 

・ミクリの生育地に関しては、河床を改変しない事業計画とするとともに、生育地にマー

キングを施し、工事関係者に周知する。 

・調整池は、降雨時に生じる滞水範囲については伐採するものの、地形の改変は堤体と管

理道のみとし、生育環境の維持に努める。 

・残置森林等を確保することにより、可能な限り植物の生育環境の保全に努める。 

・改変区域外への工事関係者の必要以上の立ち入りを制限することにより、植物の生育環

境を保全する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

③  生態系 

【造成等の施工による一時的な影響】 

・工事に使用する建設機械は可能な限り低騒音型の建設機械を使用する。 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・残置森林等を確保することにより、可能な限り動植物の生息環境及び生育環境の保全に

努める。 

・対象事業実施区域内の道路を関係車両が通行する際は、十分に減速し、動物が接触する

事故を未然に防止する。 

・造成工事においては、先行して仮設沈砂池や調整池を設置し、土砂や濁水の流出防止に

努める。 
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・調整池に転換する既存溜池の水抜きにおいては、これまでの落水時の実績を踏まえ、適

切な排水計画を策定することで、濁水の流出防止に努める。 

・調整池の設置に当たっては、水抜き後に水が溜まる場所へ水生生物を移動させるととも

に、可能な範囲で池の内部に窪みを設置し、水生生物の生息環境の創出に努める。 

・調整池は、降雨時に生じる滞水範囲については伐採するものの、地形の改変は堤体と管

理道のみとし、生息・生育環境の維持に努める。 

・改変区域外への工事関係者の必要以上の立ち入りを制限することにより、動物の生息環

境を保全する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

(4)人と自然との触れ合いの活動の場 

【工事用資材等の搬出入】 

・工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により、車両台数の低減を図る。 

・工事工程の調整等により工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数低減

を図る。 

・現地看板による工事周知とともに、工事関係車両の適正走行、歩行者やサイクリストが

いる場所は細心の注意を払って走行することを徹底する。 

・関係機関等に随時確認し、工事日に、工事関係車両の主要な走行ルートにアクセスが集

中する可能性のあるイベントが開催される場合には、該当日の該当区間の工事関係車両

の走行をできる限り控える等、配慮する。 

・定期的に会議等を行い、工事関係者に環境保全措置の内容について、周知徹底する。 

(5)産業廃棄物 

【造成等の施工による一時的な影響】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り土地の造成面積を小さくする。 

・産業廃棄物は、可能な限り再資源化及び有効利用に努め、処分量を低減する。 

・伐採樹木は、粉砕チップ化の処理を実施し対象事業実施区域内で再利用する。 

・分別収集・再利用が困難な産業廃棄物は、専門の処理会社に委託し、適正に処理する。 

・ アスベストの有無については、解体前に確認し、適切に処理する。 

 

(6)残土 

【造成等の施工による一時的な影響】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り土地の造成成面積を小さくする。 

・切土、掘削工事に伴う発生土は、埋戻し、盛土及び敷き均しに利用し、残土の発生量を

抑制する。 

・発生する残土については専門の業者に引き取りを依頼し、対象事業実施区域外へ適切に

搬出、処分する計画である。 
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2. 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置の検討 

(1)大気環境 

①  騒音及び低周波音 

【施設の稼働】 

・発電設備を収納する変電設備の設置においては、民家との離隔を十分に確保する。 

・発電設備の適切な点検・整備を実施することで性能維持に努め、低周波音の原因となる

異音、異常振動等の発生を抑制する。 

(2)水質（水の濁り） 

【地形改変及び施設の存在】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・造成法面等は緑化を図る。 

・雨水の表面流を下流へ誘導するため、排水路を適切に設置する。 

・調整池の容量を 50 年確率雨量に基づいて適切に設計し、降雨時の河川等への放流を抑制

する。 

・調整池の沈砂部の土砂は適宜浚渫し、一定の容量を維持する。 

(3)その他（反射光） 

【地形改変及び施設の存在】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・残置森林等を確保することにより、周辺への光害が生じないよう配慮する。 

・造成により生じた切盛法面等は可能な限り緑化に努め、修景を図る。 

・ソーラーパネルは、極力反射による眩しさを抑制した製品を採用することで、周辺に光

害が生じないよう努める。 

(4)動物、植物、生態系 

①  動物 

【地形改変及び施設の存在】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・周囲に設置するフェンスは配置を検討することにより、動物の移動を妨げないよう配慮

する。 

・ソーラーパネルは、極力反射による眩しさを抑制した製品を採用する。 

②  植物 

【地形改変及び施設の存在】 

 ・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

③  生態系 

【地形改変及び施設の存在】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・周囲に設置するフェンスは配置を検討することにより、動物の移動を妨げないよう配慮

する。 
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(5)景観 

【地形改変及び施設の存在】 

・周辺の地形を利用しながら可能な限り造成面積、伐採面積を小さくする。 

・残置森林等を確保することにより、周辺からの景観に配慮する。 

・造成により生じた切盛法面等は可能な限り緑化に努め、修景を図る。 

・ソーラーパネルは、極力周囲の環境になじみやすい色の製品を採用することで、景観に

配慮する。 

(6)産業廃棄物 

【地形改変及び施設の存在】 

・ソーラーパネルは、「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドラ

イン（第 1 版）」（2017 年、一般財団法人太陽光発電協会）に規定された化学物質の含有

基準値以下の製品を採用する。 

・太陽電池発電設備の処分等に当たっては、「太陽光設備のリサイクル等の推進に向けたガ

イドライン（第二版）」（平成 30 年、環境省）及び「太陽電池モジュールの適切なリユー

ス促進ガイドライン」（令和 3 年 5 月 環境省）に基づき、可能な限りリユースすること

により廃棄物の発生抑制に努める、止むを得ず廃棄物となるものについては可能な限り

リサイクルする等、適切に処理する。 

・ソーラーパネルを廃棄する際には、廃棄する時点における太陽電池発電設備の廃棄に係

る諸制度に則り、適正な処理を行う。  



12.2-9 

(1020) 

12.2.4 環境保全措置の検討結果の整理 

「7.1 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」に記載した予測の実施に当たって、予

測の前提となる環境影響を実行可能な範囲内で回避及び低減するために講じる環境保全措置の

内容、方法及び実施主体等について整理した結果は表 12.2-1～表 12.2-21 のとおりである。 

  



12.2-10 

(1021) 

表 12.2-1 窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び粉じん等に係る環境保全措置 

（工事用資材等の搬出入） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

 

窒
素
酸
化
物
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
、
粉
じ
ん
等 

 

発
生
源
対
策 

乗り合いの促

進 
事
業
者 

工事関係者の通勤においては、

乗り合いの促進により、車両台

数を低減することで、窒素酸化

物、浮遊粒子状物質及び粉じん

等の影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 車両台数の減少

により、効果は

確実である。 

な

し 

工事関係車両

台数の平準化 

工事工程の調整等により工事関

係車両台数を平準化し、建設工

事のピーク時の台数を低減する

ことで、窒素酸化物、浮遊粒子

状物質及び粉じん等の影響を低

減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ ピーク時の工事

関係車両台数の

減少により、効

果は確実であ

る。 

な

し 

エコドライブ

の徹底 

急発進、急加速の禁止及びアイ

ドリングストップ等のエコドラ

イブを徹底し、排気ガスの排出

低減に努めることで、窒素酸化

物及び浮遊粒子状物質の影響を

低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 排出量の減少に

より、効果は確

実である。 

な

し 

工事関係車両

の点検・整備 

適切な点検・整備を十分に行

い、性能の維持に努めること

で、窒素酸化物及び浮遊粒子状

物質の影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 工事関係車両か

ら発生する騒音

の減少により、

効果は確実であ

る。 

な

し 

粉じん等の飛

散防止 

工事関係車両は、適正な積載量

及び走行速度により運行するも

のとし、土砂粉じん等を低減す

るため、必要に応じシート被覆

等の飛散防止対策等を講じるこ

とで、粉じん等の影響を低減で

きる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 飛散防止対策に

基づく発生量の

減少により、効

果は確実であ

る。 

な

し 

散水による発

生源対策 

造成区域内および道路の散水を

必要に応じて実施することで、

粉じん等の影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 散水による発生

量の抑制によ

り、効果は確実

である。 

な

し 

土砂の払落し

による飛散防

止 

工事関係車両のタイヤに付着し

た土砂の払落しや清掃等を徹底

することで、粉じん等の影響を

低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 飛散防止対策に

基づく発生量の

減少により、効

果は確実であ

る。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事関

係者に環境保全措置の内容につ

いて、周知徹底することで、環

境保全措置をより確実に実行で

きる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置を

より確実に実行

できる。 

な

し 
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表 12.2-2 粉じん等に係る環境保全措置 

（建設機械の稼働） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

 

建
設
機
械
の
稼
働 

 

粉
じ
ん
等 

 

発
生
源
対
策 

造成工事時の

整地、転圧 
事
業
者 

切土、盛土及び掘削等の工事に

おいて適宜整地、転圧を行うこ

とにより、粉じん等の影響を低

減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 土砂粉じん等の

飛散の減少によ

り、効果は確実

である。 

な

し 

区域内での散

水 

造成区域内において適宜散水を

行うことにより、粉じん等の影

響を低減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 土砂粉じん等の

飛散の減少によ

り、効果は確実

である。 

な

し 

土砂の払落し

による飛散防

止 

建設機械のタイヤに付着した土

砂の払落しや清掃等を徹底する

ことで、粉じん等の影響を低減

できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 飛散防止対策に

基づく発生量の

減少により、効

果は確実であ

る。 

な

し 

建設機械の適

正配置 

工事規模にあわせて建設機械を

適正に配置し、効率的に使用す

ることで、粉じん等を低減でき

る。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 排出量の減少に

より、効果は確

実である。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事関

係者に環境保全措置の内容につ

いて、周知徹底することで、環

境保全措置をより確実に実行で

きる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置を

より確実に実行

できる。 

な

し 
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表 12.2-3 騒音に係る環境保全措置（工事用資材等の搬出入） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

 

騒
音 

 

発
生
源
対
策 

乗り合いの促

進 
事
業
者 

工事関係者の通勤においては、

乗り合いの促進により、車両台

数の低減を図ることで、騒音の

影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 車両台数の減少

により、効果は

確実である。 

な

し 

工事関係車両

台数の低減 

工事工程の調整等により工事関

係車両台数を平準化し、建設工

事のピーク時の台数を低減に努

めることで、騒音の影響を低減

できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ ピーク時の工事

関係車両台数の

減少により、効

果は確実であ

る。 

な

し 

エコドライブ

の徹底 

急発進、急加速の禁止及びアイ

ドリングストップ等のエコドラ

イブを徹底し、道路交通騒音の

低減に努めることで、騒音の影

響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 騒音の減少によ

り、効果は確実

である。 

な

し 

工事関係車両

の点検・整備 

適切な点検・整備を十分に行

い、性能の維持に努めること

で、騒音の影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 工事関係車両か

ら発生する騒音

の減少により、

効果は確実であ

る。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事関

係者に環境保全措置の内容につ

いて、周知徹底することで、環

境保全措置をより確実に実行で

きる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置を

より確実に実行

できる。 

な

し 
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表 12.2-4 騒音に係る環境保全措置（建設機械の稼働） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

建
設
機
械
の
稼
働 

 

騒
音 

 

発
生
源
対
策 

低騒音型の建

設機械の使用 
事
業
者 

工事に使用する建設機械は可能

な限り低騒音型の建設機械を使

用することで、騒音の影響を低

減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 建設機械から発

生する騒音の減

少により、効果

は確実である。 

な

し 

建設機械の点

検・整備 

建設機械の日常の点検、整備を

励行し、良好な状態で使用する

ことで、騒音の影響を低減でき

る。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 建設機械から発

生する騒音の減

少により、効果

は確実である。 

な

し 

建設機械台数

の平準化 

騒音が発生する建設機械の使用

が集中しないように、工事工程

等の調整は十分に配慮すること

で、騒音の影響を低減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ ピーク時の建設

機械の台数の減

少により、効果

は確実である。 

な

し 

アイドリング

ストップの徹

底 

作業待機時はアイドリングスト

ップを徹底することで、騒音の

影響を低減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 建設機械から発

生する騒音の減

少により、効果

は確実である。 

な

し 

建設機械の適

正配置 

工事規模にあわせて建設機械を

適正に配置し、効率的に使用す

ることで、騒音の影響を低減で

きる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 建設機械から発

生する騒音の減

少により、効果

は確実である。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事関

係者に環境保全措置の内容につ

いて、周知徹底することで、環

境保全措置をより確実に実行で

きる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置を

より確実に実行

できる。 

な

し 
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表 12.2-5 騒音・低周波音に係る環境保全措置（施設の稼働） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

施
設
の
稼
働 

 

騒
音
・
低
周
波
音 

 

発
生
源
対
策 

設備の配置

計画 

 

 

事

業

者 

発電設備を収納する中間変電所の

設備設置については、民家との離

隔を十分にとることにより、騒音

の影響を低減できる。 

施設の稼働

による影響

は小さい。 

低

減 

○ ○ 騒音発生源と民

家の離隔をとる

ことで効果は確

実である。 

な

し 

設備のメン

テナンス 

発電設備の適切な点検・整備を実

施することで性能維持に努め、低

周波音の原因となる異音、異常振

動等の発生を抑制することによ

り、騒音の影響を低減できる。 

施設の稼働

による影響

は小さい。 

低

減 

○ ○ 発電設備の性能

を維持すること

で、騒音の低減

する効果は確実

である。 

な

し 
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表 12.2-6 振動に係る環境保全措置（工事用資材等の搬出入） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

 

振
動 

 

発
生
源
対
策 

乗り合いの促

進 
事
業
者 

工事関係者の通勤においては、

乗り合いの促進により、車両台

数の低減を図ることで、振動の

影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 車両台数の減少

により、効果は

確実である。 

な

し 

工事関係車両

台数の低減 

工事工程の調整等により工事関

係車両台数を平準化し、建設工

事のピーク時の台数を低減に努

めることで、振動の影響を低減

できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ ピーク時の工事

関係車両台数の

減少により、効

果は確実であ

る。 

な

し 

エコドライブ

の徹底 

急発進、急加速の禁止及びアイ

ドリングストップ等のエコドラ

イブを徹底し、道路交通振動の

低減に努めることで、振動の影

響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 振動の減少によ

り、効果は確実

である。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事関

係者に環境保全措置の内容につ

いて、周知徹底することで、環

境保全措置をより確実に実行で

きる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置を

より確実に実行

できる。 

な

し 
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表 12.2-7 振動に係る環境保全措置（建設機械の稼働） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

建
設
機
械
の
稼
働 

 

振
動 

 

発
生
源
対
策 

建設機械の点

検・整備 
事
業
者 

建設機械の日常の点検、整備

を励行し、良好な状態で使用

することで、振動の影響を低

減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 建設機械から発生

する振動の減少に

より、効果は確実

である。 

な

し 

建設機械台数

の平準化 

振動が発生する建設機械の使

用が集中しないように、工事

工程等の調整は十分に配慮す

ることで、振動の影響を低減

できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ ピーク時の建設機

械の台数の減少に

より、効果は確実

である。 

な

し 

建設機械の適

正配置 

工事規模にあわせて建設機械

を適正に配置し、効率的に使

用することで、振動の影響を

低減できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 建設機械から発生

する振動の減少に

より、効果は確実

である。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事

関係者に環境保全措置の内容

について、周知徹底すること

で、環境保全措置をより確実

に実行できる。 

建設機械に

よる影響は

小さい。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置をよ

り確実に実行でき

る。 

な

し 
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表 12.2-8 水の濁りに係る環境保全措置（造成等の施工による一時的な影響） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

 

水
の
濁
り 

 

発
生
源
対
策 

造成面積、伐

採面積の制限 

 

事
業
者 

周辺の地形を利用しながら可

能な限り造成面積、伐採面積

を小さくすることで、水の濁

りを低減できる。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 造成面からの土砂

流出量を減少させ

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

仮設沈砂池の

設置や沈砂池

工事の先行 

準備工事の段階での仮設沈砂

池の設置や先行して調整池を

設置することで、降雨時の土

砂流出による濁水の発生を抑

制する。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 仮設沈砂池の設置

や沈砂池工事を先

行することによ

り、効果は確実で

ある。 

な

し 

土砂流出防止

柵等の設置 

土砂の流出を防止するため、

必要に応じて土砂流出防止柵

等を適所に設置することで、

水の濁りを低減できる。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 工事による土砂流

出を防止すること

により、効果は確

実である。 

な

し 

沈砂池の適切

な管理 

沈砂池内の土砂は適宜除去を

行うことで、一定の容量を維

持することで、水の濁りを低

減できる。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 沈砂池の適切な容

量の確保により、

効果は確実であ

る。 

な

し 

造成法面等の

早期の転圧、

緑化 

造成法面等は、造成後速やか

に転圧や早期緑化を図ること

で、水の濁りを低減できる。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 造成後速やかに転

圧や早期緑化を行

うことにより、効

果は確実である。 

な

し 
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表 12.2-9 水の濁りに係る環境保全措置（地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

水
の
濁
り 

 

発
生
源
対
策 

改変面積及び

樹木伐採の制

限 

 

事
業
者 

周辺の地形を利用しながら可

能な限り造成面積、伐採面積

を小さくすることで、水の濁

りを低減できる。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 造成面からの土砂

流出量を減少させ

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

造成法面等の

緑化 

造成法面等は緑化を図ること

で、水の濁りを低減できる。 

 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 造成後緑化を行う

ことにより、効果

は確実である。 

な

し 

雨水の調整池

等へ誘導 

雨水の表面流を下流へ誘導す

る排水路を適切に設置するこ

とで、濁水の発生を抑制す

る。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

〇 〇 雨水を調整池等に

誘導することで、

効果は確実であ

る。 

な

し 

適切な容量の

調整池の設置 

調整池の容量を 50 年確率雨量

に基づいて適切に設計し、降

雨時の河川等への放流を抑制

することで、水の濁りを低減

できる。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 調整池の適切な容

量の確保により、

効果は確実であ

る。 

な

し 

沈砂池の適切

な管理 

調整池の沈砂部は適宜浚渫

し、一定の容量を維持するこ

とで、水の濁りを低減でき

る。 

水環境への

影響は小さ

い。 

低

減 

○ ○ 沈砂池の適切な容

量の確保により、

効果は確実であ

る。 

な

し 
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表 12.2-10 反射光に係る環境保全措置（地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

反
射
光 

 

発
生
源
対
策 

改変面積及

び樹木伐採

の制限 

事

業

者 

周辺の地形を利用しながら可能

な限り造成面積、伐採面積を小

さくすることで、反射光による

影響を低減できる。 

反射光の影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 改変面積及び樹木

伐採を最小限とす

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

残置森林に

よる周辺へ

の配慮 

残置森林を確保にすることによ

り、周辺への公害が生じないよ

うに配慮することで、反射光の

影響を低減できる。 

 

反射光の影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 残置森林の確保に

よる周辺への配慮

により、効果は確

実である。 

な

し 

緑化による

修景の実施 

造成により生じた切盛法面は可

能な限り緑化に努め、修景を図

ることで、反射光による影響を

低減できる。 

反射光の影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 樹木の伐採を最小

限とすること、法

面を緑化すること

により、効果は確

実である。 

な

し 

設備性能の

配慮 

ソーラーパネルは、極力反射に

よる眩しさを抑制した製品を採

用し、周辺に光害が生じないよ

う努めることで、反射光による

影響を低減できる。 

反射光の影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 反射による眩しさ

を抑制した製品を

採用することで、

効果は確実であ

る。 

な

し 
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表 12.2-11 動物に係る環境保全措置 

（造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
、
地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地 

 

生
息
環
境
の
保
全 

生息、産卵

場所の創出 
事
業
者 

改変区域内において確認された両生類

については、生息、産卵場所となる人工

産卵池を設置することで、動物への影

響の代償措置となる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

代

償 

○ × 生息、産卵場所と

なる人工産卵池を

設置するものの、

効果には不確実性

が残る。 

な

し 

低騒音型の

建設機械の

使用 

工事に使用する建設機械は可能な限り

低騒音型の建設機械を使用すること

で、動物への影響を低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 建設機械の騒音の

減少により、効果

は確実である。 

な

し 

改変面積及

び樹木伐採

の制限 

周辺の地形を利用しながら可能な限り

造成面積、伐採面積を小さくすること

で、動物への影響を低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 造成に伴う樹木の

伐採及び地形改変

を最小限とするこ

とにより、効果は

確実である。 

な

し 

残地森林の

確保 

残地森林を確保することで、動物の生

息環境が保全され、動物への影響を低

減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 動物の生育環境を

保全することによ

り、効果は確実で

ある。 

な

し 

関係車両の

低速走行の

励行 

対象事業実施区域内の道路を工事関係

車両が通行する際は、十分に減速し、動

物が接触する事故を未然に防止するこ

とで、動物への影響を低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 接触事故を未然に

防ぐことにより、

効果は確実であ

る。 

な

し 

濁水流出防

止策 

造成工事に当たっては、先行して仮設

沈砂池や調整池を設置し、土砂や濁水

の流出防止に努める。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ 

 

○ 工事による土砂流

出の適切な処理に

より効果は確実で

ある。 

な

し 

調整池に転換する既存溜池の水抜きに

おいては、これまでの落水時の実績を

踏まえ、適切な排水計画を策定するこ

とで、濁水の流出防止に努める。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ 

 

○ 既存溜池の水抜き

の適切な処理によ

り効果は確実であ

る。 

な

し 

水溜まりへ

の水生生物

の移動 

調整池の設置に当たっては、水抜き後

に水が溜まる場所へ水生生物を移動さ

せるとともに、可能な範囲で池の内部

に窪みを設置し、水生生物の生息環境

の創出に努める。とくに改変区域内の

みでしか確認されなかったヒメヒラマ

キミズマイマイについて、確認された

池を拡張し、生息環境の維持に努める

ことで、動物への影響を低減できる。 

動物への影

響は小さい 

代

償 

○ × 水溜まりに水生生

物を移動させるも

のの、効果には不

確実性が残る。 

な

し 

水域におけ

る地形改変

の制限 

調整池は、降雨時に生じる滞水範囲に

ついては伐採するものの、地形の改変

は堤体と管理道のみとし、生息環境の

維持に努めることで、動物への影響を

低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 地形改変を制限す

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

工事中の立

ち入り制限 

改変区域外への工事関係者の必要以上

の立ち入りを制限することで、動物へ

の影響を低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 改変区域外への必

要以上の立ち入り

を制限することに

より、効果は確実

である。 

な

し 
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表 12.2-12 動物に係る環境保全措置 

（造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
、
地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地 

 

生
息
環
境
の
保
全 

フェンスの

構造の検討 
事
業
者 

周囲に設置するフェンス等は、動物の

移動ができるような配置を検討するこ

とで、動物への影響を低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ フェンス等は動物

の移動ができるよ

うな配置を検討す

ることで、効果は

確実である。 

な

し 

ソーラーパ

ネルの適切

な処理 

ソーラーパネルは、極力反射による眩

しさを抑制した製品を採用すること

で、動物への影響を低減できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い、 

低

減 

○ ○ ソーラーパネルの

反射を極力抑える

ことで、効果は確

実である。 

な

し 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措

置の周知徹

底 

定期的に会議等を行い、工事関係者に

環境保全措置の内容について、周知徹

底することで、環境保全措置をより確

実に実行できる。 

動物への影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置をよ

り確実に実行でき

る。 

な

し 

  



12.2-22 

(1033) 

表 12.2-13 植物に係る環境保全措置 

（造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
、
地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

重
要
な
種
及
び
重
要
な
群
落 

 

生
育
環
境
の
保
全 

重要な種及び

大径木への影

響の回避及び

造成の制限 

事
業
者 

事業に伴う造成は必要最小

限にとどめ、着手前に重要

な種及び大径木の生育を確

認し、影響の回避に努める。 

植物への影響

は小さい。 

回

避 

○ ○ 事業に伴う土地の

改変を制限するこ

とで、影響の回避の

効果は確実である。 

な

し 

生育適地への

移植 

改変区域内で確認された重

要種を、周辺の生育適地へ

移植することで、植物への

影響の代償措置となる。 

植物への影

響は小さい。 

代

償 

○ × 重要種を移植によ

って保存できるも

のの、定着には不確

実性が残る。 

な

し 

改変面積及び

樹木伐採の制

限 

周辺の地形を利用しながら

可能な限り造成面積、伐採

面積を小さくすることで、

植物への影響を低減でき

る。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 造成伴う樹木の伐

採及び地形改変を

最小限とすること

により、効果は確実

である。 

な

し 

濁水流出防止

策 

造成工事に当たっては、先

行して仮設沈砂池や調整池

を設置し、土砂や濁水の流

出防止に努めることで、植

物への影響を低減できる。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ 

 

○ 工事による土砂流

出の適切な処理に

より効果は確実で

ある。 

な

し 

河床の改変の

制限及び工事

関係者への周

知 

ミクリの生育地に関して

は、河床を改変しない事業

計画とするとともに、生育

地を工事関係者に周知する

ことで、植物への影響を低

減できる。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 改変を制限し、工事

関係者への周知を

行うことで、効果は

確実である。 

な

し 

水域における

地形改変の制

限 

調整池は、降雨時に生じる

滞水範囲については伐採す

るものの、地形の改変は堤

体と管理道のみとし、生育

環境の維持に努めること

で、植物への影響を低減で

きる。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 地形改変を制限す

ることにより、効果

は確実である。 

な

し 

残地森林の確

保 

残地森林を確保すること

で、植物の生育環境が保全

され、植物への影響を低減

できる。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 植物の生育環境を

保全することによ

り、効果は確実であ

る。 

な

し 

工事中の立ち

入り制限 

改変区域外への工事関係者

の必要以上の立ち入りを制

限することにより、植物の

生育環境を保全すること

で、植物への影響を低減で

きる。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 改変区域外への必

要以上の立ち入り

を制限することに

より、効果は確実で

ある。 

な

し 
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表 12.2-14 植物に係る環境保全措置 

（造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
、
地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

重
要
な
種
及
び
重
要
な
群
落 

 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 
事
業
者 

定期的に会議等を行い、工

事関係者に環境保全措置の

内容について、周知徹底す

ることで、環境保全措置を

より確実に実行できる。 

植物への影

響は小さい。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置をよ

り確実に実行でき

る。 

な

し 
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表 12.2-15 生態系に係る環境保全措置 

（造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の稼働） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
、
地
形
改
変
及
び
施
設
の
稼
働 

 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

 

生
育
・
生
息
環
境
の
保
全 

低騒音型の建
設機械の使用 事

業
者 

 

工事に使用する建設機械は可
能な限り低騒音型の建設機械
を使用することで、生態系へ
の影響を低減できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 建設機械の騒音の
減少により、効果
は確実である。 

な
し 

改変面積及び
樹木伐採の制
限 

周辺の地形を利用しながら可
能な限り造成面積、伐採面積
を小さくすることで、生態系
への影響を低減できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 造成に伴う樹木の
伐採及び地形改変
を最小限とするこ
とにより、効果は
確実である。 

な
し 

残地森林の確
保 

残地森林を確保することで、
動物の生育環境が保全され、
生態系への影響を低減でき
る。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 動植物の生育環境
を保全することに
より、効果は確実
である。 

な
し 

関係車両の低
速走行の励行 

対象事業実施区域内の道路を
関係車両が通行する際は、十
分に減速し、動物が接触する
事故を未然に防止すること
で、生態系への影響を低減で
きる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 接触事故を未然に
防ぐことにより、
効果は確実であ
る。 

な
し 

濁水流出防止
策 

造成工事に当たっては、先行
して仮設沈砂池や調整池を設
置し、土砂や濁水の流出防止
に努めることで、生態系への
影響を低減できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ 

 

○ 工事による土砂流
出の適切な処理に
より効果は確実で
ある。 

な
し 

調整池に転換する既存溜池の
水抜きにおいては、これまで
の落水時の実績を踏まえ、適
切な排水計画を策定すること
で、濁水の流出防止に努め
る。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ 

 

○ 既存溜池の水抜き
の適切な処理によ
り効果は確実であ
る。 

な
し 

水溜まりへの
水生生物の移
動 

調整池の設置に当たっては、
水抜き後に水が溜まる場所へ
水生生物を移動させるととも
に、可能な範囲で池の内部に
窪みを設置し、水生生物の生
息環境の創出に努める。 

生態系への
影響は小さ
い 

代
償 

○ × 水溜まりに水生生
物を移動させるも
のの、効果には不
確実性が残る。 

な
し 

水域における
地形改変の制
限 

調整池は、降雨時に生じる滞
水範囲については伐採するも
のの、地形の改変は堤体と管
理道のみとし、生息・生育環
境の維持に努めることで、生
態系への影響を低減できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 地形改変を制限す
ることにより、効
果は確実である。 

な
し 

工事中の立ち
入り制限 

改変区域外への工事関係者の
必要以上の立ち入りを制限す
ることで、生態系への影響を
低減できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 改変区域外への必
要以上の立ち入り
を制限することに
より、効果は確実
である。 

な
し 
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表 12.2-16 生態系に係る環境保全措置 

（造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び施設の稼働） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響
、
地
形
改
変
及
び
施
設
の
稼
働 

地
域
を
特
徴
づ
け
る
生
態
系 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

フェンス等の
構造の検討 事

業
者 

周囲に設置するフェンス等
は、動物の移動ができるよう
な配置を検討することで、動
物への影響を低減できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ フェンス等は動物
の移動ができるよ
うな配置を検討す
ることで、効果は
確実である。 

な
し 

環境保全措置
の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事
関係者に環境保全措置の内容
について、周知徹底すること
で、環境保全措置をより確実
に実行できる。 

生態系への
影響は小さ
い。 

低
減 

○ ○ 環境保全措置をよ
り確実に実行でき
る。 

な
し 
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表 12.2-17 景観に係る環境保全措置（地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況 

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響  

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

主
要
な
眺
望
点
及
び
景
観
資
源
並
び
に
主
要
な
眺
望
景
観 

 

眺
望
景
観
の
保
全 

改変面積及

び樹木伐採

の制限 

事

業

者 

周辺の地形を利用しながら可能

な限り造成面積、伐採面積を小

さくすることで、景観への影響

を低減できる。 

施設の存在

による影響

は小さい。 

低

減 

○ ○ 改変面積及び樹木

伐採を最小限とす

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

残置森林に

よる周辺景

観への配慮 

残置森林の確保による周辺景観

への配慮により、景観への影響

を低減できる。 

 

施設の存在

による影響

は小さい。 

低

減 

○ ○ 残置森林による周

辺景観への配慮に

より、効果は確実

である。 

な

し 

法面緑化に

よる修景の

実施 

造成により生じた切盛法面は可

能な限り緑化に努め、修景を図

ることで、景観への影響を低減

できる。 

施設の存在

による影響

は小さい。 

低

減 

○ ○ 法面を緑化するこ

とにより、効果は

確実である。 

な

し 

設備性能へ

の配慮 

ソーラーパネルは、極力周囲の

環境になじみやすい色の製品を

採用することで、景観への影響

を低減できる。 

施設の存在

による影響

は小さい。 

低

減 

○ ○ 設備性能に配慮す

ることで、効果は

確実である。 

な

し 

 

  



12.2-27 

(1038) 

表 12.2-18 人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境保全措置 

（工事用資材等の搬出入） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況 

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

利
用
者
へ
の
影
響
の
低
減 

乗り合いの徹

底 
事
業
者 

工事関係者の通勤においては、

乗り合いの促進により、車両台

数の低減を図ることで、主要な

人と自然との触れ合いの活動の

場への影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 車両台数の削減

により、効果は

確実である。 

な

し 

工事関係車両

台数の平準化

及び利用が多

い時間帯の回

避 

工事工程の調整等により工事関

係車両台数を平準化し、建設工

事のピーク時の台数を低減する

ことで、主要な人と自然との触

れ合いの活動の場への影響を低

減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 建設工事のピー

ク時の工事関係

車両台数の削減

により、効果は

確実である。 

な

し 

利用者への配

慮 

現地看板による工事周知ととも

に、工事関係車両の適正走行、

歩行者やサイクリストがいる場

所は細心の注意を払って走行す

ることを徹底することで、主要

な人と自然との触れ合いの活動

の場への影響を低減できる。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 適正な走行等に

より、効果は確

実である。 

な

し 

イベント時の

配慮 

関係機関等に随時確認し、工事

日に、工事関係車両の主要な走

行ルートにアクセスが集中する

可能性のあるイベントが開催さ

れる場合には、該当日の工事関

係車両の走行をできる限り控え

る等、配慮する。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ イベント時に工

事関係車両の走

行を控えること

により、効果は

確実である。 

な

し 

環
境
保
全
措
置
の
確
実
な
実
施 

環境保全措置

の周知徹底 

定期的に会議等を行い、工事関

係者に環境保全措置の内容につ

いて、周知徹底する。 

工事関係車

両による影

響 は 小 さ

い。 

低

減 

○ ○ 環境保全措置を

より確実に実行

できる。 

な

し 
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表 12.2-19 産業廃棄物に係る環境保全措置（造成等の施工による一時的な影響） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況 

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

 

産
業
廃
棄
物 

 

発
生
源
対
策 

伐採面積及び

造成面積の制

限 

事
業
者 

周辺の地形を利用しながら可

能な限り土地の造成面積を小

さくすることで、環境負荷を

低減できる。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 造成面積及び伐採

面積を最小限とす

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

有効利用によ

る処分量の低

減 

産業廃棄物は、可能な限り再

資源化及び有効利用に努め、

処分量を低減することで、環

境負荷を低減できる。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 廃棄物の発生量を

最小限とすること

により、効果は確

実である。 

な

し 

有効利用によ

る処分量の低

減 

伐採樹木は、粉砕チップ化の

処理を実施し対象事業実施区

域内で再利用に努め、処分量

を低減することで、環境負荷

を低減できる。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 廃棄物の発生量を

最小限とすること

により、効果は確

実である。 

な

し 

廃棄物の適正

処理 

分別収集、再利用が困難な産

業廃棄物は、専門の処理会社

に委託し、適正に処理するこ

とで、環境負荷を低減でき

る。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 法令等に基づき適

正に処理すること

で、効果は確実で

ある。 

な

し 

アスベストの

有無の事前確

認 

 クラブハウス解体前には、ア

スベストの有無について確認

し、適切に処理する。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 法令等に基づき適

正に処理すること

で、効果は確実で

ある。 

な

し 

 

表 12.2-20 残土に係る環境保全措置（造成等の施工による一時的な影響） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況 

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

 

残
土 

 

発
生
源
対
策 

伐採面積及び

造成面積の制

限 

事
業
者 

周辺の地形を利用しながら可

能な限り土地の造成面積を小

さくすることで、環境負荷を

低減できる。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 造成面積及び伐採

面積を最小限とす

ることにより、効

果は確実である。 

な

し 

掘削土の場内

利用 

切土、掘削工事に伴う発生土

は、埋戻し、盛土及び敷き均

しに利用し、残土の発生量を

抑制することで、環境負荷を

低減できる。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 発生土の場内利用

により、効果は確

実である。 

な

し 

残土の適切な

処分方法 

発生する残土については専門

の業者に引き取りを依頼し、

対象事業実施区域外へ適切に

搬出、処分することで、環境

負荷を低減できる。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 適正に処分するこ

とより、効果は確

実である。 

な

し 
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表 12.2-21 廃棄物等に係る環境保全措置（地形改変及び施設の存在） 

影
響
要
因 

環
境
要
素 

検
討
の
視
点 

環境保全 

措置の内容 

実
施
主
体 

措置の効果 
環境の状況 

の変化 

措
置
の
区
分 

採
用
の
有
無 

効果の不確実性 

（なし=○、あり=×） 

新

た

に

生

ず

る

影

響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

 

廃
棄
物
等 

 

環
境
の
保
全 

ソーラーパネル

の適切な処理 

事
業
者 

ソーラーパネルは、「使用

済太陽電池モジュールの適

正処理に資する情報提供の

ガイドライン（第 1 版）」

（2017 年、一般財団法人太

陽光発電協会）に規定され

た化学物質の含有基準値以

下の製品を採用すること

で、環境負荷を低減でき

る。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ ガイドラインに沿

って適切な処理を

行うことにより、

効果は確実であ

る。 

な

し 

太陽電池発電設備の処分等

に当たっては、「太陽光設

備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第二

版）」（平成 30 年、環境

省）及び「太陽電池モジュ

ールの適切なリユース促進

ガイドライン」（令和３年

５月 環境省）に基づき、

可能な限りリユースするこ

とにより廃棄物の発生抑制

に努める、止むを得ず廃棄

物となるものについては可

能な限りリサイクルする

等、適切に処理する。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ ソーラーパネルの

リユース・リサイ

クルを促進の状況

に沿って適切な処

理を行うことによ

り、効果は確実で

ある。 

な

し 

事
業
者 

ソーラーパネルを廃棄する

際には、廃棄する時点にお

ける太陽電池発電設備の廃

棄に係る諸制度に則り、適

正な処理を行う。 

環境負荷は

小さい。 

低

減 

○ ○ 諸制度に則り、適

正な処理を行うこ

とにより、効果は

確実である。 

な

し 
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12.2.5 環境保全措置に係る環境監視計画 

工事中及び運転開始後の環境監視については、法令等の規定に基づいて実施する事後調査の

ほか、事業特性及び地域特性の観点から、環境監視を行うことが適切と考えられる事項につい

て、以下のとおり実施する。 

また、発電所運転開始後の環境監視結果及び発電所の運転状況については、運転開始後の適

切な時期に関係機関に報告を行う。 

環境監視の結果は基本的に報告書に取りまとめ、公表する。 

環境監視計画は、表 12.2-22 のとおりである。 

 

表 12.2-22(1) 環境監視計画（工事中） 

環境要素 監視項目 実施内容 

大気環境 大気質 

粉じん等 

騒音・振動 

人と自然との触

れ合い活動の場 

工事関係車両の

運行状況 

1. 調査方法 

対象事業実施区域に入構する工事関係車両の台数

を把握する。 

2. 調査地点 

対象事業実施区域とする。 

3. 調査時期及び頻度 

工事期間中とする。 

粉じん等 

騒音・振動 

建設機械の稼働

状況 

1. 調査方法 

対象事業実施区域で稼働する建設機械の稼働台数

を把握する。 

2. 調査地点 

対象事業実施区域とする。 

3. 調査時期及び頻度 

工事期間中とする。 

水環境 水質 工事排水の水の

濁り 

1. 調査方法 

工事中の降雨時に浮遊物質量(SS)を測定する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする 

3. 調査時期及び頻度 

工事期間中に適宜測定を行う。 

廃棄物等 産業廃棄物、残土 1. 調査方法 

産業廃棄物の種類、発生量、有効利用の方法及び量、

処分の方法及び量を把握する。また、残土の発生量

及び最終処分量を把握する。 

2. 調査時期及び頻度 

工事期間中において年度毎に集計する。 
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表 12.2-22 (2) 環境監視計画（運転開始後） 

環境要素 監視項目 実施内容 

大気環境 騒音 騒音レベル 

(LA5、LAeq） 
1. 調査方法 

供用後の晴天日に騒音及び低周波音を測定する。 

2. 調査地点 

騒音は敷地境界及び民家の各予測地点 3 地点、低

周波音は民家近傍の 3 地点を予定している。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後、1 回測定する。 

低周波音 音圧レベル 

(G 特性、1/3 オクタ

ーブバンド） 

水環境 水質 調整池排水の水の

濁り 

1. 調査方法 

降雨時に浮遊物質量(SS)を測定する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 回測定する。 

そ の 他 の

環境 

反射光 反射光の状況 1. 調査方法 

民家近傍からのソーラーパネルの視認状況を確認

する。必要であれば、対象事業実施区域の周辺住

民への聞き取り調査を実施する。 

2. 調査地点 

主要な集落の民家近傍とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後に 1 回実施する。 

動物 哺乳類 哺乳類の生息状況 1. 調査方法 

フィールドサイン調査、小型哺乳類捕獲調査及び

自動撮影調査により、哺乳類の生息状況を把握す

る。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 2 月（冬季）、5～6 月（春季）、

7 月（夏季）、10 月（秋季）に実施する。 

鳥類 鳥類の生息状況 1. 調査方法 

任意観察調査、ラインセンサス法による調査、ポ

イントセンサス法による調査及び夜間録音調査に

より、鳥類の生息状況を把握する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 1 月（冬季）、5～6 月（春季）、

7 月（夏季）、10 月（秋季）に実施する。 
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表 12.2-22 (3) 環境監視計画（運転開始後） 

環境要素 監視項目 実施内容 

動物 希少猛禽類 希少猛禽類の生息

状況及び営巣状況 

1. 調査方法 

定点観察法による調査及び踏査を実施し、確認さ

れた希少猛禽類の生息状況及び営巣状況を把握す

る。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 3 月～8 月に毎月実施する。 

爬虫類・両生類 爬虫類及び両生類

の生息状況 

1. 調査方法 

直接観察法による調査を実施し、爬虫類及び両生

類の生息状況を把握する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 5～6 月（春季）、7 月（夏季）、

10 月（秋季）に実施する。なお、両生類に関して

は、4 月（早春季）にも調査を実施する。 

昆虫類 昆虫類の生息状況 1. 調査方法 

一般採集調査、ベイトトラップ法による調査及び

ライトトラップ法による調査を実施し、昆虫類の

生息状況を把握する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

一般採集調査に関しては、運転開始後 1 年目の 4

月（早春季）、5～6 月（春季）、8 月（夏季）、10 月

（秋季）に実施する。ベイトトラップ法による調

査については、運転開始後 1 年目の 5～6 月（春

季）、8 月（夏季）、10 月（秋季）に実施する。ラ

イトトラップ法による調査については、運転開始

後 1 年目の 8 月（夏季）に実施する。 

陸産貝類 陸産貝類の生息状

況 

1. 調査方法 

一般採集調査による調査を実施し、陸産貝類の生

息状況を把握する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 8 月（夏季）に実施する。 
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表 12.2-22 (4) 環境監視計画（運転開始後） 

環境要素 監視項目 実施内容 

動物 魚類・底生動物 魚類及び底生動物

の生息状況 

（ホトケドジョウ

等のその他重要な

水生生物） 

1. 調査方法 

魚類に関しては、目視観察及び捕獲調査を実施し、

魚類の生息状況を把握する。底生動物に関しては、

定性採集調査及びコドラート法に調査を実施し、

底生動物の生息状況を把握する。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 5～6 月（春季）、8 月（夏季）、

10 月（秋季）に実施する。 

植物 植物相 植物の生育状況 1. 調査方法 

目視観察調査を実施し、植物の生育状況を把握す

る。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後 1 年目の 4 月（早春季）、5～6 月（春

季）、8 月（夏季）、10 月（秋季）に実施する。 

生態系 上位性注目種 上位性注目種の生

息状況、営巣状況、

餌種及び餌量の状

況 

1. 調査方法 

希少猛禽類及び哺乳類に係る環境監視計画と同様

とする。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

希少猛禽類及び哺乳類に係る環境監視計画と同様

とする。 

典型性注目種 典型性注目種の生

息状況、餌種及び餌

量の状況 

1. 調査方法 

哺乳類及び昆虫類に係る環境監視計画と同様とす

る。 

2. 調査地点 

現況調査と同様とする。 

3. 調査時期及び頻度 

哺乳類及び昆虫類に係る環境監視計画と同様とす

る。 

景観 主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

眺望景観の状況 1. 調査方法 

眺望景観の予測地点において、対象事業実施区域

方向の写真撮影を実施する。 

2. 調査地点 

眺望景観の予測地点とする。 

3. 調査時期及び頻度 

運転開始後落葉期の晴天時に 1 回実施する。 

廃棄物等 産業廃棄物 1. 調査方法 

廃棄物（ソーラーパネル）の種類、発生量、有効

利用の方法及び量、処分の方法及び量を把握する。 

2. 調査時期及び頻度 

運転開始後、3 年間、年度毎に集計する。 
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表 12.2-22 (5) 環境監視計画（その他） 

環境要素 監視項目 実施内容 

水環境 水質 緑化の状況 1. 調査方法 

写真撮影により状況を把握する。 

2. 調査地点 

造成法面及びパネルの下、周囲の草地 

3. 調査時期及び頻度 

工事 2 年目から供用 3 年目の 5 月頃 

そ の 他 の

環境 

反射光 

動物 魚類、底生動物 河床の状況 1. 調査方法 

写真撮影により状況を把握する。 

2. 調査地点 

重要な種が確認された調整池に転換予定の池 

3. 調査時期及び頻度 

工事 2 年目から供用 3 年目の 5 月頃 

植物 水生植物 河床の状況 1. 調査方法 

写真撮影により状況を把握する。 

2. 調査地点 

重要な種が確認された調整池に転換予定の池 

3. 調査時期及び頻度 

 工事 2 年目から供用 3 年目の 5 月頃 

注：生育地保全の観点から、位置情報等については公開版にはお示ししておりません。 

 




